
 ８ 
議第 13号議案  

 

   横浜市会会議規則の一部改正  

 

 横浜市会会議規則の一部を改正する規則を次のように定める。  

 

   令和４年２月 18日提出  

 

市会運営委員会        

委員長  渡  邊  忠  則    



横 浜 市 会 規 則（ 番 号 ） 

横 浜 市 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る規 則 

横 浜 市 会 会 議 規 則 （ 昭 和 43 年 ５ 月横 浜 市会 規 則 第 １ 号） の 一 部を 次 の よ うに 改

正 す る 。 

第 76条に次の１項を加える。 

３  委員でない議員が第１項の規定により委員会において説明し、若しくは意見

を述べ、又は前項の規定により発言するに当たり、当該委員会が横浜市会委員

会条例（昭和 43年５月横浜市条例第 28号。以下「条例」という 。） 第９条の２

第１項に規定するオンラインによる方法（以下「オンラインによる方法」とい

う 。） を活用した委員会である場合には、当該委員でない議員は、当該委員会

の委員長の許可を得てオンラインによる方法で当該委員会の開会場所以外の場

所から委員会に参加して、説明し、若しくは意見を述べ、又は発言することが

できる。 

 第 78条に次の１項を加える。 

２  提案者及び修正案提出者は、当該委員会がオンラインによる方法を活用した

委員会である場合には、前項の規定にかかわらず、当該委員会の委員長の

許可を得てオンラインによる方法で当該委員会の開会場所以外の場所から

委員会に参加して、発言を求めることができる。 

第 81条第１項中「出席委員」の次に 「（ 条例第９条の２第３項の規定により当

該委員会に出席したものとみなされた委員を含む 。）」 を加える。 

   附  則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

   提  案  理  由 

オ ン ラ イ ン に よ る 方 法 を 活 用 し た委 員 会に 係 る 出 席 の特 例 の 導入 に 伴 い 、委 員

で な い 議 員 のオ ン ラ イ ン に よ る 方法 で の委 員 会 へ の 参加 等 に 関す る 規 定 の整 備 を

図 る 等 の た め、 横 浜 市 会 会 議 規 則の 一 部を 改 正 し た いの で 提 案す る 。 



 参  考  

   横 浜 市会 会 議 規 則 （ 抜 粋 ） 

                          上 段  改 正 案  
                       （ 下 段  現  行 ）  
 （ 委 員 で ない 議 員 の 発 言 ） 

第 76 条  （ 第１ 項 及 び 第 ２ 項 省 略） 

３  委員でない議員が第１項の規定により委員会において説明し、若しくは意見 
                                     

を述べ、又は前項の規定により発言するに当たり、当該委員会が横浜市会委員  
                                    
会条例（昭和 43年５月横浜市条例第 28号。以下「条例」という 。） 第９条の２  
                                    
第１項に規定するオンラインによる方法（以下「オンラインによる方法」とい  
                                    
う 。） を活用した委員会である場合には、当該委員でない議員は、当該委員会  
                                    
の委員長の許可を得てオンラインによる方法で当該委員会の開会場所以外の場  
                                    
所から委員会に参加して、説明し、若しくは意見を述べ、又は発言することが  
                                    
できる。 
     

 （ 提 案 者 及び 修 正 案 提 出 者 の 発言 ） 

第 78 条  （ 第１ 項 省 略 ） 

２  提案者及び修正案提出者は、当該委員会がオンラインによる方法を活用した  
                                    
委員会である場合には、前項の規定にかかわらず、当該委員会の委員長の許可  

                                    
を得てオンラインによる方法で当該委員会の開会場所以外の場所から委員会に  

                                    
参加して、発言を求めることができる。  

                   
（ 少 数 意 見 の 留 保 ） 

                               （条例第９ 
第 81 条  委 員会 に お い て 少 数 の ため 廃 棄さ れ た 意 見 で、 他 に 出席 委 員 
                                     

条の２第３項の規定により当該委員会に出席したものとみなされた委員を含む  
                                    

 。）                                   
   1 人 以 上 の 賛 成 を 得 た と きは 、 これ を 少 数 意 見と し て 留保 す る こ とが で き 
                                     

る 。 

   （ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 



10 
「議第13号議案・議第14号議案」の取り扱いに関する 

運営理事会協議結果 
 

項  目 協 議 結 果（令和４年２月15日運営理事会） 

１ 議 案 発 送 ２月18日（金）本会議席上配付 

２ 上 程 日 ２月18日（金）の本会議 

３ 提案理由説明 省略 

４ 質疑・討論 

通告に応じ実施 
※質疑通告締切･･･２月 16日（水）正午まで 

※討論通告締切･･･２月 17日（木）正午まで 

５ 委員会付託 

横浜市会会議規則第36条第３項 及び 市会運営委員会申し

合わせ・確認事項により、委員会付託を省略し、本会議で即

決 

 
 
 
参  考 

●横浜市会会議規則（抜粋） 

第36条 

３ 委員会が提出した議案については、前２項の規定にかかわらず、委員会に付託し

ない。ただし、市会の議決により付託することができる。 

●市会運営委員会申し合わせ・確認事項（抜粋） 

本 会 議  

５ 議員提出議案について 

(1) 常任・運営委員会における発議（請願・陳情に係るものを含む。）に係る審査

が終了したもの及び団長会議等の協議が終了したものは、委員会等の終了後、速

やかに提出することとし、その取扱いについては、原則として、本会議で即決とす

る。 


